
日本産業看護学会 研究助成について 

 

 

1. 目的 

産業看護研究の推進を目指し、日本産業看護学会の会員に対する研究費用の一部を助成し、

産業看護実践の向上と産業看護学の発展に寄与することを目的とする。 

 

2. 研究助成の対象 

産業看護に関する個人または共同の研究 

 

3. 助成期間 

原則、該当年度の 4 月 1 日～翌年 3 月 31 日とする。 

 

4. 助成金額と件数 

1） 応募件数は 1 件以上で、助成金額は総額 20 万円を上限とする。 

2） 助成の使途は、助成対象研究に必要な直接経費に限り、間接経費は含まない。 

3） 応募がない、または応募内容が審査基準に達していない場合、その年度の助成はなし

とする。 

 

5. 応募資格 

1） 申請者は本学会会員である期間が入会年度を含めて 1 年以上であること 

2） 申請にあたっては当該年度の年会費を支払っていること 

3） 共同研究者は、申請時に正会員であること 

4） 同一の研究課題で、他の研究助成を申請あるいは受けていないこと 

5） 本助成の目的に沿った未発表のものに限る 

 

6. 応募期間と方法 

1） 研究助成の応募についてホームページ上で周知し、応募期間は 2 か月程度とする。 

2） 申請者はホームページからダウンロードした既定のフォーマットにより、研究編集委員

会のメールアドレス（sangyoukango.toukou@gmail.com）に送付する。 

  

7. 選考および助成の決定 

1） 申請者の研究計画申請書（様式 1）は、評価項目・配点・評価基準に基づき研究編集委員

2 名で審査し決定する。その後、理事会で審査結果を審議し、研究助成の最終決定を行

う。 

2） 研究編集委員長から申請者にメールで採否の通知をするとともに、ホームページで公表

する。 

 



8. 研究助成金の報告義務 

1） 研究助成を受ける者は、助成期間の中間（９月末）で、研究計画の進捗状況（様式 1）に

ついて、研究編集委員会にメール（sangyoukango.toukou@gmail.com）で報告する。 

2） 終了時は、速やかに収支報告書（様式 5）ならびに研究成果報告書（様式 7）を、研究編

集委員会にメールまたは郵送（以下の送付先）にて報告する。 

（送付先）〒573-1004 

     大阪府枚方市新町 2-2-2 関西医科大学看護学部 

日本産業看護学会 研究編集委員長 三木明子 

     ※郵送の場合には、封筒に「研究助成書類在中」と朱書きすること 

3） 助成期間終了後 2 年以内に、日本産業看護学会の学術集会にて発表、または産業看護学

会誌へ投稿し、本学会の研究助成対象の研究であることを明記する。 

 


